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（3）第 2073号

区のサービス・手続き・施設のご案内は ★しんじゅくコール★

（3209）9999 　　　　　（3209）9900午前8時～午後10時

地地
域域

セセ
ンン

タタ
ーー

集集
会会

室室
等等

のの

利利
用用

申申
しし

込込
みみ

1100月月

11日日
かか
らら
はは
一一
斉斉
受受
けけ
付付
けけ
のの
翌翌
日日

以以
降降
にに
イイ
ンン
タタ
ーー
ネネ
ッッ
トト
でで
もも
申申
しし
込込
みみ

がが
でで
きき
るる
よよ
うう
にに
なな
りり
まま
すす

地地
震震
にに
備備
ええ
てて

建建
物物
のの
耐耐
震震
化化
をを
応応
援援
しし
まま
すす

学校給食等アレルギー対策指針を
策定しました

区 分
住民税非課税世帯または重点
地区（※1）内の建物

障害のある方または65歳以上
の方がお住まいの建物

その他の建物

耐震改修工事
補助対象工事費（※2）の
4分の3（上限300万円）

補助対象工事費の4分の2
（上限200万円）

補助対象工事費の
4分の1（上限100万円）

上記①②に該当する建物
8分の3

（上限150万円）
8分の2

（上限100万円）
8分の1

（上限50万円）

簡易耐震改修工事
5分の3

（上限150万円）
5分の2

（上限100万円）
5分の1

（上限50万円）

上記①②に該当する建物
10分の3

（上限75万円）
10分の2

（上限50万円）
10分の1

（上限25万円）

7月26日（金）午後5時～31日（水）午前8時30分

電電子子証証明明書書発発行行ササーービビススをを休休止止ししまますす

　公的個人認証サービスのシステム作業のため、

区役所本庁舎での電子証明書の発行・失効手続きを

一時休止します。

【問合せ】戸籍住民課住民記録係（本庁舎1階）（5273）

3601へ。

講
座
「
借
地
や
借
家
の
更
新

料
と
は
」


区
消
費
者
活
動
促
進
等
助
成
事
業

【
日
時
】

7月

24日

午
後

1時

30分

～

4時

30分

【
会
場
】
新
宿
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
分

館（
高
田
馬
場

1―

32―

10）

【
対
象
】区
内
在
住
・
在
勤
の
方
、

30名

【
内
容
】
借
家
の
更
新
と
更
新
料
に
関

す
る
賃
貸
借
契
約
、
借
地
借
家
法
。

講
座
終
了
後
に
個
別
相
談
会
を
実
施

【
費
用
】

500円（
資
料
代
）

【
後
援
】新
宿
区

【
主
催
・
申
込
み
】
電
話
か
フ
ァ
ッ
ク

ス
（
記
載
例
（

4面
参
照
）
の
ほ
か
個

別
相
談
希
望
の
有
無
を
記
入
）
で
、

7

月

22日

ま
で
に
全
国
借
地
借
家
人

組
合
連
合
会
新
宿
支
部

（

3
3
5

2）

0
4
4
8・


（

3
3
5
6）

4
9

2
8へ

。先
着
順
。

【
問
合
せ
】
新
宿
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
第

2分
庁
舎

3階
）

（

5
2
7
3）

3
8
3
4へ

。

　
　
ゴ
ー
ヤ
と
野
菜
の
交
換
会

　

み
ど
り
の
カ
ー
テ
ン

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

【
日
時
】

8月

3日

午
前

11時
～
午

後

3時

【
内
容
】「
み
ど
り
の
カ
ー
テ
ン
」
で
収

穫
し
た
ゴ
ー
ヤ
を
有
機
野
菜
と
交
換

（

1人

3つ
ま
で
）

【
協
力
】ら
で
ぃ
っ
し
ゅ
ぼ
ー
や
㈱

【
会
場
・
申
込
み
】
当
日
直
接
、
区
民

ギ
ャ
ラ
リ
ー
（
西
新
宿

2―

11―

4、

新
宿
中
央
公
園
内
）へ
。

【
問
合
せ
】
環
境
学
習
情
報
セ
ン
タ
ー

（

3
3
4
8）

6
2
7
7へ

。

　
　
都
市
計
画
の
決
定
・
縦
覧

　
①
神
宮
外
苑
地
区
地
区
計
画
の
決
定
、

②
都
市
計
画
公
園
明
治
公
園
の
変
更
、

③
都
市
計
画
道
路
環
状
第

4号
線
の
変

更
（
い
ず
れ
も
東
京
都
決
定
）
の
関
係

図
書
を
縦
覧
し
て
い
ま
す
。

【
告
示
日
】

6月

17日

【
縦
覧
場
所
】
東
京
都
都
市
整
備
局
都

市
計
画
課（
都
庁
第
二
本
庁
舎

21階
）

【
問
合
せ
】
①
は
同
局
土
地
利
用
計
画

課

（

5
3
8
8）

3
3
1
8、

②
は

同
局
緑
地
景
観
課

（

5
3
8
8）

3

3
1
5、③

は
同
局
街
路
計
画
課
（

5

3
8
8）

3
2
9
1へ

。

※
区
都
市
計
画
課
都
市
計
画
係
（
本

庁
舎

8階
）
（

5
2
7
3）

3
5
2
7

で
も
縦
覧
し
て
い
ま
す
。

【
開
設
場
所
】区
役
所
本
庁
舎

1階
（
国

民
健
康
保
険
・
区
税
証
明
は

1階
に

臨
時
窓
口
を
設
置
）。

※
来
庁
の
際
は
、
本
庁
舎

1階
の
出

入
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
開
設
時
間
】
午
前

9時
～
午
後

5時

取
り
扱
い
事
務

　
必
要
書
類
や
本
人
確
認
書
類
（
代

理
人
の
場
合
は
委
任
状
と
代
理
人
の

本
人
確
認
書
類
）
等
が
な
い
と
、
届
け

出
や
証
明
書
等
の
交
付
が
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
必
ず
担

当
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
他
の
機
関
に
確
認
が
必
要
な
手
続

き
な
ど
は
、
取
り
扱
え
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

住
民
記
録

▼
転
入
・
転
出
・
転
居
・
世
帯
変
更
の

届
け
出
（
前
住
所
地
の
区
市
町
村
に

確
認
が
必
要
な
場
合
は
手
続
き
で
き

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
国
外
か
ら

の
転
入
は
取
り
扱
い
ま
せ
ん
）、
▼
外

国
人
住
民
の
住
居
地
届
（
在
留
カ
ー

ド
ま
た
は
特
別
永
住
者
証
明
書
（
在

留
カ
ー
ド
等
へ
切
り
替
え
る
前
の
方

は
外
国
人
登
録
証
明
書
）
が
必
要
）、

▼
住
民
票
の
写
し
、
住
民
票
記
載
事

項
証
明
書
の
交
付
（
請
求
で
き
る
の

は
、
ご
本
人
か
同
一
世
帯
の
家
族
の

み
。
広
域
交
付
住
民
票
の
写
し
は
発

行
で
き
ま
せ
ん
）、
▼
不
在
住
証
明
書

の
交
付
、
▼
印
鑑
登
録
申
請
・
廃
止
の

届
け
出
、
▼
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交

付
（
印
鑑
登
録
証
（
カ
ー
ド
）
が
必

要
）、
▼
自
動
交
付
機
の
利
用
登
録
申

請
、
▼
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
申

請
・
交
付
、
▼
特
別
永
住
者
に
関
す
る

申
請
等

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
住
民
記
録
係

（
本
庁
舎

1階
）

（

5
2
7
3）

3
6

0
1へ

。

戸
籍

▼
戸
籍
届
書
の
預
か
り
（
届
書
の
内

容
確
認
等
は
翌
開
庁
日
に
行
い
ま

す
）、
▼
火
葬
・
改
葬
許
可
証
、
区
民
葬

儀
券
の
交
付
、
▼
戸
籍
・
除
籍
・
改
製

原
戸
籍
謄
抄
本
、
戸
籍
・
除
籍
全
部

（
個
人
）事
項
証
明
書
、
戸
籍
の
附
票
の

写
し
の
交
付
（
請
求
で
き
る
の
は
、
そ

の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
方
と
そ

の
配
偶
者
、
直
系
血
族
（
関
係
が
確
認

で
き
る
書
類
が
必
要
）
の
み
）、
▼
身

分
証
明
書
、
不
在
籍
証
明
書
の
交
付

【
問
合
せ
】戸
籍
住
民
課
戸
籍
係
（
本
庁

舎

1階
）（

5
2
7
3）

3
5
0
9へ

。

国
民
健
康
保
険

▼
資
格
の
取
得
（
社
会
保
険
等
資
格

喪
失
証
明
書
が
必
要
。
扶
養
家
族
が

い
な
い
と
き
は
退
職
証
明
書
で
も
代

用
可
）、
▼
資
格
の
喪
失
（
職
場
の
健

康
保
険
証
が
必
要
）

※
外
国
人
の
方
は
、
在
留
カ
ー
ド
ま

た
は
特
別
永
住
者
証
明
書
（
在
留
カ
ー

ド
等
へ
切
り
替
え
る
前
の
方
は
外
国

人
登
録
証
明
書
）
と
パ
ス
ポ
ー
ト
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
国
保
資

格
係
（
本
庁
舎

4階
）

（

5
2
7
3）

4
1
4
6へ

。

区
税

▼
納
税
・
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
の

交
付
（
申
告
等
に
よ
り
税
情
報
が
あ

る
方
の
み
）

【
問
合
せ
】税
務
課
収
納
管
理
係
（
本
庁

舎

6階
）（

5
2
7
3）

4
1
3
9へ

。

第

4日
曜
日
の

区
役
所
本
庁
舎
窓
口
開
設

77月月はは

2288日日

※1重点地区…木造住宅密集地域をはじめとする地震災害時の危険度などが高い地域
※2補助対象工事費…実際に耐震改修工事に要する費用または延べ床面積（㎡）×32,600円で算出した額のいずれか
　　低い金額。耐震補強とは関係のないリフォームや消費税等は対象外です。

　
新
宿
区
立
中
学
校
で

4月

24日
、
食
物
ア
レ
ル

ギ
ー
の
あ
る
生
徒
に
、
除

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

食
品
の
入
っ
た
給
食
を

誤
っ
て
配
膳
す
る
事
故
が

発
生
し
ま
し
た
。

事
故
を
受
け
て
、
教
育

委
員
会
で
は
、「
学
校
給
食

ア
レ
ル
ギ
ー
対
策
委
員

会
」を
設
置
し
、
事
故
原
因

の
究
明
を
行
う
と
と
も

に
、
再
発
防
止
に
向
け
た

指
針
を
策
定
し
ま
し
た
。

今
後
、
こ
の
指
針
を
学

校
・
事
業
者
に
周
知
徹
底

し
、
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
を

希
望
す
る
保
護
者
に
周

知
す
る
と
と
も
に
協
力

を
仰
ぎ
、
学
校
給
食
等
で

の
ア
レ
ル
ギ
ー
事
故
の

防
止
と
安
心
・
安
全
な
給

食
の
提
供
を
徹
底
し
て

い
き
ま
す
。

指
針
は
学
校
運
営
課

で
配
布
し
て
い
ま
す
。
新

宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】
学
校
運
営
課
保

健
給
食
・
幼
稚
園
係
（
第

1

分
庁
舎

4階
）（

5
2
7

3）

3
0
9
8へ

。

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
・

ベ
ッ
ド
展
示
会

　
実
物
を
展
示
し
ま
す
。

【
日
時
】

7月

22日

～

26日


午
前

9時
～
午
後

5時
（

23日


は
午
後

7時
ま
で
）

【
会
場
】
区
役
所
本
庁
舎

1階
ロ

ビ
ー

　

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
・
ベ
ッ
ド

　
設
置
へ
も
補
助
し
て
い
ま
す

　
就
寝
中
に
地
震
か
ら
身
体
を
守

る
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
・
耐
震
ベ
ッ

ド
の
設
置
に
も
補
助
し
て
い
ま

す
。
昭
和

56年
（

1
9
8
1年

）

5

月

31日
以
前
に
建
て
ら
れ
た
木
造

住
宅
に
お
住
ま
い
の
障
害
者
ま
た

は

65歳
以
上
の
方
が
対
象
で
す
。

▼
受
付
期
間
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

▼
各
地
域
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
で
も
、
こ
れ
ま
で

通
り
申
し
込
め
ま
す
。

▼
一
斉
受
け
付
け
は
、
こ
れ
ま
で
と
変
わ
り
ま

せ
ん
。

※
詳
し
く
は
、「
広
報
し
ん
じ
ゅ
く
」

9月

15日

号
で
ご
案
内
す
る
予
定
で
す
。

【
問
合
せ
】
生
涯
学
習
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課
生
涯
学

習
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
係（
本
庁
舎

1階
）

（

5
2

7
3）

4
1
2
7、

特
別
出
張
所
へ
。

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
地
域
整
備
課

（
本
庁
舎

8階
）・
特
別
出
張
所
等

で
配
布
し
て
い
ま
す

木
造
住
宅
の
耐
震
改
修

工
事
へ
の
補
助

【
対
象
と
な
る
建
物
】
昭
和

56年

（

1
9
8
1年

）

5月

31日
以
前
に

建
て
ら
れ
た
木
造

2階
建
て
以
下

の
住
宅
・
共
同
住
宅
・
店
舗
等
併
用

住
宅
等

【
補
助
の
対
象
】
個
人
の
場
合
、
次

の
全
て
を
満
た
す
方
に
、
工
事
費

用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
世
帯
全
員
の
所
得
金
額
（
年
額
）

の
合
計
が

800万
円
以
内

▼
補
助
申
請
者
を
含
む
世
帯
全
員

が
住
民
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

▼
区
に
登
録
し
て
い
る
耐
震
診
断

登
録
員
が
実
施
す
る
「
耐
震
診
断
・

補
強
設
計
」
に
基
づ
い
て
耐
震
改

修
工
事
を
実
施
す
る

※
法
人
・
区
分
所
有
者
の
場
合
は

ほ
か
に
要
件
が
あ
り
ま
す
。

【
補
助
金
額
】
下
表
の
と
お
り

★
道
路
に
突
出
し
て
い
る
木
造
住

宅
、
敷
地
が
道
路
に
接
し
て
い
な

い
木
造
住
宅
に
も
補
助
し
ま
す

　
次
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合

は
、
補
助
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
建
物
（
門
・
塀
・
建
築
設
備
を
除

く
）
が
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道

路
（
幅

4ｍ
以
上
）
に
突
出
し
て

い
る
場
合

　
建
物
の
道
路
へ
の
突
出
部
分

を
や
む
を
得
ず
解
消
で
き
な
い

場
合
で
、
新
た
な
違
法
を
生
じ
さ

せ
な
い
と
と
も
に
、
道
路
へ
の
突

出
部
分
を
将
来
解
消
す
る
旨
の

確
認
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
条

件
に
、
補
助
の
対
象
と
し
ま
す
。

②
建
物
が
建
築
基
準
法
に
基
づ

く
接
道
要
件
（
原
則
と
し
て
敷
地

が

2ｍ
以
上
道
路
に
接
し
て
い

る
）
を
満
た
さ
な
い
場
合

　
耐
震
改
修
工
事
の
際
に
台
所
等

火
気
使
用
室
の
内
装
を
不
燃
化

す
る
こ
と
（
費
用
は
各
自
負
担
）を

条
件
に
、補
助
の
対
象
と
し
ま
す
。

　
区
で
は
、
首
都
直
下
地
震
に
よ
る
被
害
を
最
小
限
に
し
、
災
害
に
強
い
ま
ち

を
つ
く
る
た
め
、
耐
震
化
支
援
事
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

地
震
に
強
い
住
ま
い
に
す
る
た
め
、
区
の
支
援
事
業
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
地
震
に
強
い
あ
な
た
の
住
ま
い
（
下
図
）
」
や
新

宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】
地
域
整
備
課
（
本
庁
舎

8階
）
（

5
2
7
3）

3
8
2
9・

（

3
2

0
9）

9
2
2
7へ

。

●
●
●
●
●
●
●
●
●

25年
度
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
資
金

助
成
事
業
を
紹
介
し
ま
す
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